
登別保育士会の意見等

１．児童館・児童クラブの民間委託は、しっかりと職員（児童厚生員、放課後児童

支援員）を確保できるのであれば賛成。

２．保育所の民営化はすでに決まっていることであり、工程についても理解した。

３．栄町保育所の次に民営化する保育所が、幌別東保育所ということは理解した。

４．保育所の民間委託は、次のことから民営化が決定している栄町保育所を先に委

託し、その１・２年後に幌別東保育所の委託を実施すべきと考える。

（１）子どもたちへの影響を勘案しながら１箇所ずつ進めるべき（子どもたちへの

影響を最優先すべき）。

【市の考え】

子どもたちへの影響がまったくないとは言えないが、すでに登別保育所の運営

を民間に委託しており、大きな問題はなかったことから、そのときの引継ぎ事例

等を参考にしながら委託にに関する引継ぎ等を行っていきたい。

また、市は民営化の方針があったことから保育士の採用を控えており、保育士の

年齢構成がいびつであること、保育士不足が深刻な状況にあること、さらに社会

問題化している待機児童が増加傾向にあること、地方公務員法の改正により、平

成 32 年度から臨時的任用職員として任用してきた保育士を、新たに短時間労働

の会計年度職員として任用し直すこと、といった課題もあり市が直接保育所を

運営していくことが困難なことから二つの保育所を委託することとしたい。

（２）保護者の理解を得るための保護者説明や、子どもたちへの影響を最低限にす

るための引継ぎ保育を考えると、この１年で２保育所同時に計画通り進めていく

ことが可能なのか（期間が短いと思われる）。

【市の考え】

期間については短いが、スケジュール的にはギリギリ間に合うと考えている。

４・５月に保護者説明、６月議会（第 2回定例会）に予算案を提出、７・８月に

公募、９・10 月に法人決定、その後引継ぎ等の予定。

（３）委託により、保育士を確保することが可能なのか（確保できなかった場合ど

のようになるのか）

【市の考え】

保育士の確保を期待できる法人に委託する（確保策を公募の段階で確認）。

別紙１



５．委託先の事業者については、次のことから民営化と同様に市内に事業所を有す

る社会福祉法人または学校法人とすべき

（１）市内経済の活性化（委託料等が市内で循環させる）

（２）民営化の趣旨に記載のとおり、子どもが生涯にわたる人間形成の基礎を培う

幼児期の保育・教育は、子どもの将来を左右する極めて重要なものであり、これ

まで培ってきた公立保育所の保育を民間に委ねるのであれば、公益性の高い社会

福祉法人または学校法人とすべき

【市の考え】

平成２５年６月に作成した、「公立保育所民営化の考え方」の中で、移管先とな

る法人の範囲は、市内に事業所を有する社会福祉法人または学校法人となってい

ることから、委託についてもそのように進めることとしたい。

（３）市内事業者で実施できる法人がないことを理由に、安易に市外の法人や株式

会社等に委ねるのではなく、市内事業者が実施できない理由を明確にして、次に

進めてほしい。

【市の考え】

市内事業者が実施できない理由については、その法人の判断によるものであるこ

とから、その理由を聴取することはできない。

また、基本的には市内に事業所を有する社会福祉法人または学校法人とするが、

1回目の公募で応募する法人がいない等の理由から、再公募を実施する場合は市

外の法人を公募に加えるなど公募内容を変えることとしたい。

これは、４の（１）でも述べているとおり、保育所の運営が困難であるためであ

る。

６．児童館・児童クラブも保育所と同じく委託先の事業者は、市内に事業所を有す

る社会福祉法人または学校法人とすべき

【市の考え】

児童館・児童クラブの委託については、市内に事業所を有する社会福祉法人また

は学校法人が望ましいと考えるが、児童館・児童クラブの目的は、子どもの健全

育成や生活の場の提供といった放課後の居場所づくりであり、保育所とは違った

役割を担っている。市内には子どもの支援をしている法人もあることから、公募

対象法人は、社会福祉法人・学校法人に限らず市内法人としたい。



７．保育所の民営化を進めながら、１１か所の児童館と７か所の児童クラブの委託

を進めるには短期間過ぎると思われるので、地域ごとや、児童館のみ、児童クラ

ブのみ、児童館・児童クラブ併設か所のみなどの段取りを組んで進める、または

数年かけても全ての児童館と児童クラブを同時に委託できる事前準備をしてい

くべきではないか

【市の考え】

期間については短いが、スケジュール的にはギリギリ間に合うと考えている。

４・５月に保護者説明、６月議会（第 2回定例会）に予算案を提出、７・８月に

公募、９・10 月に法人決定、その後引継ぎ等の予定。

なお、公募に当たっては全ての児童館・児童クラブを一括で行うのか、児童館・

児童クラブ別、中学校区別などの区分等で行うかは今後さらなる検討を進める。


